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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コア絶縁層と、
　前記コア絶縁層を貫通する少なくとも１つのビアと、
　前記コア絶縁層の内部に埋め込まれている内部回路層と、
　前記コア絶縁層の上部または下部に形成されている外部回路層と、含み、
　前記ビアは、第１パート、前記第１パートの下部の第２パート、前記第１及び前記第２
パートの間の第３パート、そして前記第１乃至第３パートの間に形成され、前記第１乃至
第３パートと互いに異なる金属で形成されている少なくとも１つのバリア層を含み、
　前記ビアの前記第３パートの側面は、前記コア絶縁層の上面に対して一定の傾斜角を有
し、
　前記内部回路層は、前記ビアと分離されており、
　前記第１パート、前記第２パート、前記第３パート及び前記バリア層を含む前記ビアの
全体構造は、六角形の断面形状を有することを特徴とする印刷回路基板。
【請求項２】
　前記コア絶縁層は、前記ビアの前記第１及び第３パートを埋め込む第１絶縁層と、
　前記第１絶縁層の下部に前記ビアの第２パートを埋め込む第２絶縁層と、
を含むことを特徴とする請求項１に記載の印刷回路基板。
【請求項３】
　前記内部回路層は、前記第１絶縁層の下部に埋め込まれる第１回路パートと、前記第２
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絶縁層の上部に埋め込まれる第２回路パートと、を含み、
　前記第１回路パートの厚さは、前記第１絶縁層の厚さより薄く、
　前記第２回路パートの厚さは、前記第２絶縁層の厚さより薄いことを特徴とする請求項
２に記載の印刷回路基板。
【請求項４】
　前記ビアの前記第１パートの側面は、前記コア絶縁層の上面に対して、前記第３パート
の側面が有する傾斜角と同じ傾斜角を有することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
１項に記載の印刷回路基板。
【請求項５】
　前記内部回路層は、断面が四角形であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１
項に記載の印刷回路基板。
【請求項６】
　前記バリア層は、前記第１パートと前記第３パートとの間に形成される第１バリア層と
、
　前記第３パートと前記第２パートとの間に形成され、前記第１バリア層と同一物質で形
成される第２バリア層と、を含み、
　前記ビアの前記第３パートの上面の幅は、前記第１バリア層の下面の幅と同一であるこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の印刷回路基板。
【請求項７】
　前記印刷回路基板は、
　前記内部回路層及び前記外部回路層を含む２ｎ＋１（ｎは正の整数）の数を有する回路
層を含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の印刷回路基板。
【請求項８】
　前記内部回路層は、下部に前記バリア層を含むことを特徴とする請求項１乃至３のいず
れか１項に記載の印刷回路基板。
【請求項９】
　前記コア絶縁層の上部または下部に形成され、前記ビアを露出する接着層をさらに含み
、
　前記外部回路層は、前記接着層の上に形成されたシード層を含み、
　前記シード層の下面は、前記接着層の上面と接触する第１部分と、前記ビアの第１パー
トの上面と接触する第２部分とを含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に
記載の印刷回路基板。
【請求項１０】
　前記接着層は、前記ビアの前記第１パートの側面と接触し、
　前記接着層の上面は、前記ビアの前記第１パートの上面と同一平面上に位置することを
特徴とする請求項９に記載の印刷回路基板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は印刷回路基板及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　印刷回路基板（ＰＣＢ；Printed Circuit Board）は電気絶縁性基板に銅のような伝導
性材料で回路ラインパターンを印刷して形成したものであって、電子部品を搭載する直前
の基板（Board）をいう。即ち、多種の多くの電子素子を平板の上に密集搭載するために
、各部品の装着位置を確定し、部品を連結する回路パターンを平板表面に印刷して固定し
た回路基板を意味する。
【０００３】
　このような印刷回路基板は、一般的に単層ＰＣＢ、及びＰＣＢを多層に形成したビルド
アップ基板（Build-up Board）、即ち多層ＰＣＢ基板がある。
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【０００４】
　このようなビルドアップ基板（Build-up Board）及び多層ＰＣＢ基板は、一層ずつ基板
を製造、品質を評価することによって、全体的な多層ＰＣＢ基板の歩留まりを高めること
ができ、層間配線を精密に連結することによって、高密度小型ＰＣＢの製作を可能にする
。このようなビルドアップ工程は層と層との間には配線の連結ラインが形成され、層と層
との間にビアホール（via hole）を通じて連結されるようになる。このようなビアホール
（via hole）を形成するためには既存の機械的なドリル作業でないレーザーを用いて非常
に微細な直径を具現できるようになる。
【０００５】
　図１は、従来の多層印刷回路基板の断面図である。
【０００６】
　図１を参考すると、従来の多層印刷回路基板１０は、コア絶縁層１、前記コア絶縁層１
の上部及び下部に形成されている内部回路パターン層３、４、前記内部回路パターン層３
、４を埋め込む上下部絶縁層５、６、及び前記上下部絶縁層５、６の上に形成される外部
回路パターン層７、８を含む。
【０００７】
　コア絶縁層１及び上下部絶縁層５、６には、内部回路パターン層３、４と外部回路パタ
ーン層７、８とを電気的に連結する伝導性ビア２及び伝導性ビアホールが形成されている
。
【０００８】
　前述した従来の多層印刷回路基板１０は、コア絶縁層１を中心に偶数の回路パターン層
（図示した図面では４個の層が形成される）を形成する工程が大部分であって、絶縁層を
積層後、ドリルやレーザーを活用して前述した外層に該当する２個の層を電気的に連結す
る工程が遂行される。しかしながら、回路パターン層の数が偶数個に限定されることによ
って、基板の厚さが増加して、軽薄短小を指向する携帯用電子機器または半導体チップな
どの基板などへの適用が困難な問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、新たな構造を有する印刷回路基板及びその製造方法を提供することに
ある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、奇数個の回路層を含む印刷回路基板及びその製造方法を提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、コア絶縁層、前記コア絶縁層を貫通する少なくとも１つのビア、前記コア絶
縁層の内部に埋め込まれている内部回路層、そして前記コア絶縁層の上部または下部に形
成されている外部回路層を含み、前記ビアは、第１パート、前記第１パートの下部の第２
パート、前記第１及び前記第２パートの間の第３パート、そして前記第１乃至第３パート
の間に形成され、前記第１乃至第３パートと互いに異なる金属で形成されている少なくと
も１つのバリア層を含む印刷回路基板を提示する。
【００１２】
　一方、本発明に従う印刷回路基板の製造方法は、第１金属層、第２金属層、及び第３金
属層、及び前記第１乃至第３金属層の間にバリア層が積層されている金属基板を用意する
ステップ、前記金属基板の前記第１金属層をエッチングしてビアの第１パートを形成する
ステップ、前記金属基板の前記第２金属層をエッチングして前記ビアの前記第１パートの
下部の連結部及び内部回路層を形成するステップ、前記金属基板の前記第３金属層をエッ
チングして前記ビアの前記連結部の下部の第２パートを形成するステップ、前記ビアを埋
め込む絶縁層を形成するステップ、そして前記絶縁層の上部または下部に外部回路層を形
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成するステップを含む。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、内部回路層とビアとを同時に形成することによって工程を減らすこと
ができ、奇数層の回路層を形成することによって軽薄型の印刷回路基板を提供することが
できる。
【００１４】
　また、多層印刷回路基板の絶縁層の内部に埋込みビアを形成することによって、放熱性
を向上させることができ、埋込みビア形成時、めっき法を使用しないので費用を減らすこ
とができる。
【００１５】
　また、複数の金属を積層している金属基板を用いてビア及び内部回路層を形成すること
によって、工程中の基板の曲がり現象を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来技術に従う印刷回路基板の断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に従う印刷回路基板の断面図である。
【図３】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図４】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図５】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図６】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図７】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図８】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図９】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図１０】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図１１】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図１２】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図１３】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図１４】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図１５】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図１６】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図１７】図２の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図１８】本発明の第２実施形態に従う印刷回路基板の断面図である。
【図１９】本発明の第３実施形態に従う印刷回路基板の断面図である。
【図２０】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図２１】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図２２】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図２３】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図２４】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図２５】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図２６】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図２７】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図２８】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図２９】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図３０】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図３１】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図３２】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図３３】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図３４】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図３５】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
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【図３６】図１９の印刷回路基板を製造する方法を説明するための順序図である。
【図３７】本発明の第４実施形態に従う印刷回路基板の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付した図面を参考にして本発明の実施形態に対して本発明が属する技術分野で
通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。しかしながら、本発明
は多様な相異する形態に具現されることができ、ここで説明する実施形態に限定されるも
のではない。
【００１８】
　明細書の全体で、どの部分がどの構成要素を“含む”とする時、これは特別に反対にな
る記載がない限り、他の構成要素を除外するものでなく、他の構成要素をさらに含むこと
ができることを意味する。
【００１９】
　そして、図面において、本発明を明確に説明するために説明と関係のない部分は省略し
、幾つの層及び領域を明確に表現するために厚さを拡大して表し、明細書の全体を通じて
類似の部分に対しては類似の図面符号を付けた。
【００２０】
　層、膜、領域、板などの部分が他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“
真上に”ある場合だけでなく、その中間に更に他の部分がある場合も含む。反対に、いず
れかの部分が他の部分の“真上に”あるとする時には中間に他の部分がないことを意味す
る。
【００２１】
　本発明は、埋込みビアと内部回路層とを同時にエッチングして形成することによって、
めっき法を使用せず、多層回路基板を形成することができ、奇数個の回路層を有する印刷
回路基板を提示する。
【００２２】
　以下、図２乃至図１７を参考して本発明の実施形態に従う印刷回路基板を説明する。
【００２３】
　図２は、本発明の実施形態に従う印刷回路基板の断面図である。
【００２４】
　図２を参考すると、本発明に従う印刷回路基板１００は、第１絶縁層１２０及び第２絶
縁層１２５が形成するコア絶縁層、前記コア絶縁層の内部に形成されているビア１１５、
前記コア絶縁層の内部に形成されている内部回路層１１１、そして前記第１及び第２絶縁
層１２０、１２５の上に各々形成されている第１及び第２外部回路層１３１、１３５、１
４５を含む。
【００２５】
　前記第１絶縁層１２０は、前記第２絶縁層１２５の上に形成されており、間に他の絶縁
層（図示せず）を媒介にして形成されることもできる。
【００２６】
　前記第１及び第２絶縁層１２０、１２５は熱硬化性または熱可塑性高分子基板、セラミ
ック基板、または有－無機複合素材基板であることがあり、高分子樹脂を含む場合、エポ
キシ系絶縁樹脂を含むことができ、これとは異なり、ポリイミド系樹脂を含むこともでき
る。また、前記第１及び第２絶縁層１２０、１２５をなす物質は、ガラス繊維などの固形
成分を含む樹脂材でありうる。
【００２７】
　前記第１及び第２絶縁層１２０、１２５は同一な物質で形成できる。
【００２８】
　前記第１絶縁層１２０及び第２絶縁層１２５の各々の厚さは約３０μｍ乃至８０μｍで
ありうる。
【００２９】
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　前記第１絶縁層１２０及び第２絶縁層１２５の積層構造であるコア絶縁層の厚さは約６
０μｍ乃至１６０μｍ、好ましくは約６０μｍ乃至１４０μｍでありうる。前記コア絶縁
層にビア１１５及び内部回路層１１１が形成されている。
【００３０】
　前記ビア１１５は、前記第１絶縁層１２０から前記第２絶縁層１２５まで貫通する伝導
性ビア１１５であって、前記第１絶縁層１２０と第２絶縁層１２５との境界領域で最も大
きい第１幅（ｄ１）を有し、各絶縁層１２０、１２５の上面へ行くほど幅が狭くなって各
絶縁層１２０、１２５の露出面となす断面の第２幅（ｄ２）が最も小さい幅を有すること
によって、ビア１１５の断面が六角形を表すことができる。
【００３１】
　前記ビア１１５の第１幅（ｄ１）及び第２幅（ｄ２）は、約２０μｍ乃至１００μｍを
満たすことができる。
【００３２】
　前記ビア１１５は伝導性ビア１１５であって、銅を含む合金で形成できる。
【００３３】
　前記ビア１１５は前記第１絶縁層１２０に埋め込まれており、銅を含む合金で形成され
る第１パート１１５ａ、前記第１パート１１５ａの下部に形成され、前記第２絶縁層１２
５に埋め込まれており、前記第１パート１１５ａと同一な金属で形成される第２パート１
１５ｂ、そして前記第１パート１１５ａと前記第２パート１１５ｂとの間に形成され、前
記第１及び第２パート１１５ａ、１１５ｂと同一の金属で形成される第３パート１１５ｃ
を含む。
【００３４】
　一方、前記ビア１１５は前記第１乃至第３パート１１５ａ、１１５ｂ、１１５ｃの間を
境界するバリア層１１５ｄ、１１５ｅが形成されている。
【００３５】
　即ち、前記第１パートと第３パート１１５ａ、１１５ｃとの間には第１バリア層１１５
ｄが形成されており、前記第３パートと前記第２パート１１５ｂ、１１５ｃとの間には第
２バリア層１１５ｅが形成されている。
【００３６】
　前記第１及び第２バリア層１１５ｄ、１１５ｅは前記第１乃至第３パート１１５ａ、１
１５ｂ、１１５ｃと互いに異なる金属で形成されており、両金属はエッチング選択性が互
いに相異する。
【００３７】
　前記第３パート１１５ｃは前記ビア１１５の中央領域に形成され、第３パート１１５ｃ
の下面または第２バリア層１１５ｅの下面が前記ビア１１５の最も大きい幅である第１幅
（ｄ１）を有することができる。
【００３８】
　前記第１乃至第３パート１１５ａ、１１５ｂ、１１５ｃは銅を含む合金で形成されるこ
とができ、前記第１及び第２バリア層１１５ｄ、１１５ｅは、ニッケル、鉄、コバルト、
モリブデン、クロム、またはパラジウムを含む合金で形成できる。
【００３９】
　この際、前記第１パート１１５ａ及び第２パート１１５ｂの厚さは２０乃至７０μｍで
あり、第３パート１１５ｃの厚さは５乃至７０μｍを満たす。
【００４０】
　前記第１及び第２バリア層１１５ｄは第３パート１１５ｃの厚さより小さいし、好まし
くは１０μｍ以下の厚さ範囲を有することができる。
【００４１】
　内部回路層１１１は前記第２絶縁層１２５の上に形成されており、回路パターンの厚さ
は約５乃至３０μｍであることがあり、約５０μｍ以下の幅、好ましくは３０μｍ以下の
幅を有するように微細パターンで具現される。
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【００４２】
　前記内部回路層１１１は、断面が四角形の形状を有することができる。
【００４３】
　この際、前記内部回路層１１１は、前記ビア１１５の第３パート１１５ｃと同一な物質
で形成され、下部に第２バリア層１１５ｅの一部が形成されている。
【００４４】
　前記第２バリア層１１５ｅは、省略することができる。
【００４５】
　前記第１及び第２絶縁層１２５の上面には、前記ビア１１５と連結されているビアパッ
ド１３５、１４５及び回路パターン１３１を含む外部回路層１３１、１３５、１４５が各
々形成されている。
【００４６】
　前記外部回路層１３１、１３５、１４５は、前記コア絶縁層の上部に形成されている第
１外部回路層１３１、１３５、及びコア絶縁層の下部に形成されている第２外部回路層１
４５として定義する。
【００４７】
　前記外部回路層１３１、１３５、１４５は、ライン／スペースが３０μｍ／３０μｍを
有することができるように微細パターンを形成し、このために６乃至３０μｍの厚さを有
する銅箔層を積層後、エッチングして形成することができる。
【００４８】
　以上、コア絶縁層の上下に各々１層の外部回路層１３１、１３５、１４５が形成された
ものと開示したが、これに限定されず、前記外部回路層１３１、１３５、１４５を埋め込
む上部絶縁層を第１及び第２絶縁層１２０、１２５の上に各々形成し、前記上部絶縁層の
上に回路層を各々形成することによって、多層回路基板の形成が可能である。
【００４９】
　このように、本発明の印刷回路基板１００はコア絶縁層の内部に埋め込まれている内部
回路層１１１が形成されることによって、２ｎ＋１（ｎは正の整数）の数を有する回路層
を形成することができ、絶縁層がコア絶縁層を基準に同一な数を有するように形成される
ことによって、印刷回路基板が片方に曲がらない。
【００５０】
　したがって、絶縁層の数を増やさないながらも奇数個の回路層を形成することができ、
コア絶縁層の内に伝導性物質で形成されているビア１１５を形成することによって、放熱
性が確保される。
【００５１】
　以下、図３乃至図１７を参考して、図２の印刷回路基板の製造方法を説明する。
【００５２】
　工程が始まれば、図３のように伝導性の金属基板１１０を用意する。
【００５３】
　前記金属基板１１０は銅を含む合金で形成されることができ、銅素材は、圧延箔、電解
箔を全て使用することができ、金属基板１１０の厚さは要求される製品の仕様によって多
様に使用できる。この際、金属基板１１０は、第１金属層１１０ａ、第２金属層１１０ｂ
、及び第３金属層１１０ｃの積層構造を有する。
【００５４】
　前記第１金属層乃至第３金属層１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃは同一または類似の厚さ
を有し、同一な物質で形成できる。
【００５５】
　第１乃至第３金属層１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃは銅を含む合金層で形成できる。前
記第１乃至第３金属層１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃの間には前記第１乃至第３金属層１
１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃと互いに異なるエッチング選択性を有する金属で形成される
第１及び第２バリア金属層１１０ｄ、１１０ｅを形成する。
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【００５６】
　第１及び第２バリア金属層１１０ｄ、１１０ｅは、ニッケル、鉄、コバルト、モリブデ
ン、クロム、またはパラジウムを含む合金で形成されることができ、前記第１及び第２バ
リア金属層１１０ｄ、１１０ｅの厚さは第２金属層１１０ｂの厚さより薄く形成できる。
【００５７】
　本発明において、金属基板１１０の総厚さは８０μｍから１７０μｍが好ましい。銅素
材の基板１１０は酸洗及び水洗などを含む表面洗浄作業を進行して表面を整理する。
【００５８】
　次に、図４のように、前記金属基板１１０の上面の上に感光性フィルム１１６を付着さ
せる。
【００５９】
　前記感光性フィルム１１６は、前記金属基板１１０をエッチングするためのエッチング
パターンを形成するためのものであって、感光性フィルム１１６の厚さは１５μｍから３
０μｍまで多様であり、ＵＶ露光タイプとＬＤＩ露光タイプ全て使用可能である。
【００６０】
　次に、図５のように、前記感光性フィルム１１６を露光し現像して感光パターン（図示
せず）を形成し、これをマスクにして前記金属基板１１０をエッチングしてビア１１５の
第１パート１１５ａを形成する。
【００６１】
　金属基板１１０の一部が塩化銅または塩化鉄などの湿式エッチング液により湿式エッチ
ングされて、ビア１１５の第１パート１１５ａが形成され、第１金属層１１０ａと第１バ
リア金属層１１０ｄとの互いに異なるエッチング選択性により第１パート１１５ａは第１
金属層１１０ａのみエッチングされて形成される。
【００６２】
　図５のように、ビア１１５の第１パート１１５ａをエッチング後、感光パターンをＮａ
ＯＨ希釈液を使用して剥離する。
【００６３】
　次に、図６のように、前記第１パート１１５ａ及び露出している第１バリア金属層１１
０ｄの全面に感光性フィルム１１７を形成する。
【００６４】
　前記第２金属層１１０ｂで内部回路層１１１を形成するために、前記第１バリア金属層
１１０ｄの上の感光性フィルム１１７の一部を露光し現像して図７の感光パターン１１８
を形成し、前記感光パターン１１８をマスクにして第１バリア金属層１１０ｄをエッチン
グしてマスクパターンを形成する。
【００６５】
　次に、前記マスクパターン１１９を形成したエッチング液と異なるエッチング液でマス
クパターン１１９の下部の第２金属層１１０ｂを選択的にエッチングして図８の内部回路
層１１１の第１領域１１１ａ及びビア１１５の第３パート１１５ｃを形成する。
【００６６】
　前記第２金属層１１０ｂの下部の第２バリア金属層１１０ｅが露出すればエッチングが
停止して内部回路層１１１の第１領域１１１ａが形成され、形成された内部回路層１１１
の第１領域１１１ａは上部にマスクパターン１１９を有する四角形の断面を有する。
【００６７】
　次に、図９のように、マスクパターン１１９及び露出している第２バリア金属層１１０
ｅを除去すれば、内部回路層１１１は第２金属層１１０ｂで形成される第１領域１１１ａ
及び第２バリア金属層１１０ｅで形成される第２領域１１１ｂに形成される。
【００６８】
　次に、図１０のように、前記ビア１１５の第１、第３パート１１５ａ、１１５ｃ、及び
内部回路層１１１を埋め込むように第１絶縁層１２０を形成する。
【００６９】
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　前記第１絶縁層１２０はガラス繊維などの固形成分が形成されたり形成されていない熱
硬化性または熱可塑性樹脂を用いて形成し、前記第１絶縁層１２０の厚さは約３０μｍ乃
至８０μｍでありうる。
【００７０】
　次に、前記第１絶縁層１２０の上に銅箔層１３０を形成する。
【００７１】
　前記銅箔層１３０は第１外部回路層１３１、１３５の母体となる金属層であって、ライ
ン／スペースが３０μｍ／３０μｍを有することができるように６乃至３０μｍの厚さを
有する。好ましくは、前記銅箔層１３０はライン／スペースが１５／１５μｍ以下に形成
できるように６μｍ～２０μｍの厚さを有する。
【００７２】
　この際、前記第１絶縁層１２０と前記銅箔層１３０はＣＣＬ（COPPER CLADED LAMINATE
）を用いて形成できる。
【００７３】
　次に、図１１のように、前記銅箔層１３０及び前記金属基板１１０の下面に感光性フィ
ルム１３６を形成する。
【００７４】
　前記金属基板１１０の下部に形成される感光性フィルム１３６は、ビア１１５の第２パ
ート１１５ｂ及び内部回路層１１１形成するための感光パターンを形成する母体となり、
前記銅箔層１３０の上の感光性フィルム１３６は、金属基板１１０の下部の感光パターン
形成及び金属基板１１０のエッチング工程で銅箔層１３０を保護するための保護フィルム
として機能する。
【００７５】
　したがって、前記銅箔層１３０の上の感光性フィルム１３６は、保護フィルムまたは保
護有機層などに取替え可能であり、省略することができる。
【００７６】
　次に、図１２のように、前記金属基板１１０の下部の感光性フィルム１３６を現像して
感光パターンを形成し、前記感光パターンをマスクにして前記金属基板１１０をエッチン
グして前記ビア１１５の第１パート１１５ａの下部に第２パート１１５ｂを形成する。
【００７７】
　前記エッチングは、第２バリア金属層１１０ｅが露出するまで進行されることによって
、内部回路層１１１の下面に第２バリア金属層１１０ｅが露出する。
【００７８】
　このように、前記ビア１１５は上部及び下部が第１パート１１５ａ乃至第３パート１１
５ｂに分割されてエッチング形成されて、その形状が中央部分の最も大きい第１幅（ｄ１
）を有し、外部に近づくほど幅が狭くなる六角形の断面を有する。
【００７９】
　前記ビア１１５の第２パート１１５ｂが形成されれば、前記感光パターンを剥離し、図
１３のように、前記ビア１１５の第１パート１１５ａが埋め込まれるように第２絶縁層１
２５を積層し、第２絶縁層１２５の上に銅箔層１４０を積層する。
【００８０】
　前記第２絶縁層１２５及び銅箔層１４０の厚さ及び材質は、前述した第１絶縁層１２０
及び前記第１絶縁層１２０の上の銅箔層１３０と同一でありうる。
【００８１】
　次に、図１４のように、上下部の銅箔層１３０、１４０の上に感光性フィルム１４６を
付着させる。
【００８２】
　この際、使われる感光性フィルム１４６の厚さは、１５μｍから３０μｍまで多様に使
用することができ、ＵＶ露光タイプとＬＤＩ露光タイプ全て使用可能である。
【００８３】
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　前記感光性フィルム１４６を露光し現像して、前記銅箔層１３０、１４０の上に図１５
の感光パターン１４８を形成し、前記感光パターン１４８をマスクにして両側の銅箔層１
３０、１４０をエッチングすることによって、図１６のパッド１３５、１４５及び回路パ
ターン１３１を形成する。
【００８４】
　この際、形成されるパッド１３５、１４５及び回路パターン１３１は、前記第１絶縁層
１２０の上に形成されて前記ビア１１５の第１パート１１５ａと連結されている上部パッ
ド１３５、及び上部パッド１３５と同一な銅箔層１３０で形成される上部回路パターン１
３１を含む第１外部回路層１３１、１３５及び前記ビア１１５の第２パート１１５ｂと連
結されている下部パッド１４５、及び前記下部パッド１４５と同一な銅箔層１４０で形成
される下部回路パターン（図示せず）を含む第２外部回路層１４５を含む。
【００８５】
　最後に、図１７のように、外部回路層１３１、１３５、１４５の回路パターン１３１を
埋め込み、前記パッド１３５、１４５が露出するようにカバーレイ１５０を形成すること
によって、工程が完了する。
【００８６】
　このように、絶縁基板をドリリングしてビアホールを形成し、前記ビアホールをめっき
埋め込みしてビアを形成することとは異なり、金属基板１１０をエッチングしてビア１１
５を形成し、前記ビア１１５を埋め込む絶縁層１２０、１２５を形成することによって、
製造費用が低減され、前記ビア１１５と同一な金属基板で内部回路層１１１を形成するこ
とによって、製造ステップが減る。
【００８７】
　以下、図１８を参考して、本発明の第２実施形態に従う印刷回路基板を説明する。
【００８８】
　図１８を参考すると、本発明に従う印刷回路基板２００は、第１絶縁層１２０及び第２
絶縁層１２５が形成するコア絶縁層、前記コア絶縁層の内部に形成されているビア１１５
、前記コア絶縁層の内部に形成されている内部回路層１１２、そして前記第１及び第２絶
縁層１２０、１２５の上に各々形成されている第１及び第２外部回路層１３１、１３５、
１４５を含む。
【００８９】
　前記第１絶縁層１２０は前記第２絶縁層１２５の上に形成されており、間に他の絶縁層
を媒介にして形成されることもできる。
【００９０】
　前記第１及び第２絶縁層１２０、１２５をなす物質は、ガラス繊維などの固形成分を含
む樹脂材であることがあり、前記第１及び第２絶縁層１２０、１２５は同一な物質で形成
できる。
【００９１】
　前記第１絶縁層１２０及び第２絶縁層１２５の積層構造はコア絶縁層を形成し、コア絶
縁層の厚さは約６０μｍ乃至１４０μｍでありうる。前記コア絶縁層にビア１１５及び内
部回路層１１２が形成されている。
【００９２】
　前記ビア１１５は、前記第１絶縁層１２０から前記第２絶縁層１２５まで貫通する伝導
性ビア１１５であって、前記第１絶縁層１２０と第２絶縁層１２５との境界領域で最も大
きい幅を有し、各絶縁層の上面へ行くほど幅が狭くなって断面が六角形を表すことができ
る。
【００９３】
　前記ビア１１５の第１幅（ｄ１）及び第２幅（ｄ２）は、約２０μｍ乃至１００μｍを
満たすことができる。
【００９４】
　前記ビア１１５は、伝導性ビア１１５であって、銅を含む合金で形成できる。
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【００９５】
　前記ビア１１５は、前記第１絶縁層１２０に埋め込まれており、銅を含む合金で形成さ
れる第１パート１１５ａ、前記第１パート１１５ａの下部に形成され、前記第２絶縁層１
２５に埋め込まれており、前記第１パート１１５ａと同一の金属で形成される第２パート
１１５ｂ、そして前記第１パート１１５ａと前記第２パート１１５ｎとの間に形成され、
前記第１及び第２パート１１５ａ、１１５ｂと同一の金属で形成される第３パート１１５
ｃを含む。
【００９６】
　一方、前記ビア１１５は、前記第１乃至第３パート１１５ａ、１１５ｂ、１１５ｃの間
を境界するバリア層１１５ｄ、１１５ｅが形成されている。
【００９７】
　即ち、前記第１パートと第３パート１１５ａ、１１５ｃとの間には第１バリア層１１５
ｄが形成されており、前記第３パートと前記第２パート１１５ｂ、１１５ｃとの間には第
２バリア層１１５ｅが形成されている。
【００９８】
　前記第１及び第２バリア層１１５ｄ、１１５ｅは、前記第１乃至第３パート１１５ａ、
１１５ｂ、１１５ｃと互いに異なる金属で形成されており、両金属はエッチング選択性が
互いに相異する。
【００９９】
　前記第３パート１１５ｃは前記ビア１１５の中央領域に形成され、第３パート１１５ｃ
の下面が前記ビア１１５の最も大きい幅である第１幅（ｄ１）を有することができる。
【０１００】
　前記第１乃至第３パート１１５ａ、１１５ｂ、１１５ｃは、銅を含む合金で形成される
ことができ、前記第１及び第２バリア層１１５ｄ、１１５ｅは、ニッケル、鉄、コバルト
、モリブデン、クロム、またはパラジウムを含む合金で形成できる。
【０１０１】
　この際、前記第１パート１１５ａ及び第２パート１１５ｂの厚さは、２０乃至７０μｍ
であり、第３パート１１５ｃの厚さは、５乃至７０μｍを満たす。
【０１０２】
　前記第１及び第２バリア層１１５ｄは、第３パート１１５ｃの厚さより小さく、好まし
くは１０μｍ以下の厚さ範囲を有することができる。
【０１０３】
　前記内部回路層１１２は、断面が四角形の形状を有することができ、幅が約６０μｍ以
下、好ましくは、５０μｍ以下の微細パターンで形成できる。
【０１０４】
　この際、前記内部回路層１１２は、前記ビア１１５の第３パート１１５ｃと同一の物質
で形成される。
【０１０５】
　前記第１及び第２絶縁層１２５の上面には、前記ビア１１５と連結されているビアパッ
ド１３５、１４５、及び回路パターン１３１を含む外部回路層１３１、１３５、１４５が
各々形成されている。
【０１０６】
　前記外部回路層１３１、１３５、１４５は、第１及び第２絶縁層１２５の表面に形成さ
れ、内部回路層１１２は、前記第２絶縁層１２５の上に形成されている。
【０１０７】
　前記外部回路層１３１、１３５、１４５は、銅箔層を積層後、エッチングして形成する
ことができる。
【０１０８】
　図１８の印刷回路基板２００において、前記内部回路層１１２の回路パターンは断面が
四角形を有し、前記ビア１１５のように前記第１及び第２絶縁層１２０、１２５の境界を
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軸にして対称的に形成される四角形であることがあり、前記第１絶縁層１２０に埋め込ま
れている領域はビア１１５の第３パート１１５ｃと同一の物質で形成され、前記第２絶縁
層１２５に埋め込まれている領域はビア１１５の第３パート１１５ｃと同一の物質で形成
される。
【０１０９】
　内部回路層１１２が図１８のように形成される場合にも図３乃至図１７の製造方法を用
いて形成されることができ、図１１及び図１２の工程でビア１１５の第２パート１１５ｂ
の形成時、内部回路層１１２の第２絶縁層１２５に埋め込まれる領域を共に形成すること
ができる。
【０１１０】
　このように、本発明の印刷回路基板２００は、コア絶縁層の内部に埋め込まれている内
部回路層１１２が形成されることによって、２ｎ＋１（ｎは正の整数）の数を有する回路
層を形成することができ、絶縁層がコア絶縁層を基準に同一な数を有して形成されて印刷
回路基板の曲がり現象が防止される。
【０１１１】
　したがって、絶縁層の数を増やさずに奇数個の回路層を形成することができ、コア絶縁
層の内に伝導性物質で形成されているビア１１５を形成することによって、放熱性が確保
される。
【０１１２】
　また、金属基板を中間層が互いに異なる金属で形成することによって、工程中で曲がり
現象が防止される。
【０１１３】
　以下、図１９乃至図３６を参考して、本発明の実施形態に従う印刷回路基板を説明する
。
【０１１４】
　図１９は、本発明の実施形態に従う印刷回路基板の断面図である。
【０１１５】
　図１９を参考すると、本発明に従う印刷回路基板３００は、第１絶縁層３２０及び第２
絶縁層３２５が形成するコア絶縁層、前記コア絶縁層の内部に形成されているビア３１５
、前記コア絶縁層の内部に形成されている内部回路層３１１、そして前記第１及び第２絶
縁層３２０、３２５の上に各々形成されている第１及び第２外部回路層３３１、３３５、
３４５を含む。
【０１１６】
　前記第１絶縁層３２０は、前記第２絶縁層３２５の上に形成されており、間に他の絶縁
層（図示せず）を媒介にして形成されることもできる。
【０１１７】
　前記第１及び第２絶縁層３２０、３２５は、熱硬化性または熱可塑性高分子基板、セラ
ミック基板、または有－無機複合素材基板であることがあり、高分子樹脂を含む場合、エ
ポキシ系絶縁樹脂を含むことができ、これとは異なり、ポリイミド系樹脂を含むこともで
きる。また、前記第１及び第２絶縁層３２０、３２５をなす物質は、ガラス繊維などの固
形成分を含む樹脂材でありうる。
【０１１８】
　前記第１及び第２絶縁層３２０、３２５は、同一の物質で形成できる。
【０１１９】
　前記第１絶縁層３２０及び第２絶縁層３２５の各々の厚さは、約３０μｍ乃至８０μｍ
でありうる。
【０１２０】
　前記第１絶縁層３２０及び第２絶縁層３２５の積層構造であるコア絶縁層の厚さは、約
６０μｍ乃至１６０μｍ、好ましくは約６０μｍ乃至１４０μｍでありうる。
【０１２１】
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　前記コア絶縁層の表面、即ち第１絶縁層３２０の上部及び前記第２絶縁層３２５の下部
に接着層３６０、３６５が形成されている。
【０１２２】
　前記接着層３６０、３６５は、下の第１及び第２絶縁層３２０、３２５と上の回路層３
３１、３３５、３４５の接着力を強化させるためのものであって、シランを含むプライマ
ー樹脂層であることがあり、厚さが１０μｍ以下を満たす。
【０１２３】
　前記コア絶縁層に、ビア３１５及び内部回路層３１１が形成されている。
【０１２４】
　前記ビア３１５は、前記第１絶縁層３２０から前記第２絶縁層３２５まで貫通する伝導
性ビア３１５であって、前記第１絶縁層３２０と第２絶縁層３２５との境界領域で最も大
きい第１幅（ｄ１）を有し、各絶縁層３２０、３２５の上面へ行くほど幅が狭くなって各
絶縁層３２０、３２５の露出面となす断面の第２幅（ｄ２）が最も小さい幅を有すること
によって、ビア３１５の断面が六角形を表すことができる。
【０１２５】
　前記ビア３１５の第１幅（ｄ１）及び第２幅（ｄ２）は、約２０μｍ乃至３００μｍを
満たすことができる。
【０１２６】
　前記ビア３１５は、伝導性ビア３１５であって、銅を含む合金で形成できる。
【０１２７】
　前記ビア３１５は、前記第１絶縁層３２０に埋め込まれており、銅を含む合金で形成さ
れる第１パート３１５ａ、前記第１パート３１５ａの下部に形成され、前記第２絶縁層３
２５に埋め込まれており、前記第１パート３１５ａと同一な金属で形成される第２パート
３１５ｂ、そして前記第１パート３１５ａと前記第２パート３１５ｂとの間に形成され、
前記第１及び第２パート３１５ａ、３１５ｂと同一な金属で形成される第３パート３１５
ｃを含む。
【０１２８】
　一方、前記ビア３１５は、前記第１乃至第３パート３１５ａ、３１５ｂ、３１５ｃの間
を境界するバリア層３１５ｄ、３１５ｅが形成されている。
【０１２９】
　即ち、前記第１パートと第３パート３１５ａ、３１５ｃとの間には第１バリア層３１５
ｄが形成されており、前記第３パートと前記第２パート３１５ｂ、３１５ｃとの間には第
２バリア層３１５ｅが形成されている。
【０１３０】
　前記第１及び第２バリア層３１５ｄ、３１５ｅは、前記第１乃至第３パート３１５ａ、
３１５ｂ、３１５ｃと互いに異なる金属で形成されており、両金属はエッチング選択性が
互いに相異する。
【０１３１】
　前記第３パート３１５ｃは、前記ビア３１５の中央領域に形成され、第３パート３１５
ｃの下面または第２バリア層３１５ｅの下面が前記ビア３１５の最も大きい幅である第１
幅（ｄ１）を有することができる。
【０１３２】
　前記第１乃至第３パート３１５ａ、３１５ｂ、３１５ｃは、銅を含む合金で形成される
ことができ、前記第１及び第２バリア層３１５ｄ、３１５ｅは、ニッケル、鉄、コバルト
、モリブデン、クロム、またはパラジウムを含む合金で形成できる。
【０１３３】
　この際、前記第１パート３１５ａ及び第２パート３１５ｂの厚さは、２０乃至７０μｍ
であり、第３パート３１５ｃの厚さは５乃至７０μｍを満たす。
【０１３４】
　前記第１及び第２バリア層３１５ｄは、第３パート３１５ｃの厚さより小さく、好まし
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くは１０μｍ以下の厚さ範囲を有することができる。
【０１３５】
　内部回路層３１１は、前記第２絶縁層３２５の上に形成されており、回路パターンの厚
さは約５乃至３０μｍであることがあり、約５０μｍ以下の幅、好ましくは３０μｍ以下
の幅を有するように微細パターンで具現される。
【０１３６】
　前記内部回路層３１１は、断面が四角形の形状を有することができる。
【０１３７】
　この際、前記内部回路層３１１は、前記ビア３１５の第３パート３１５ｃと同一の物質
で形成され、下部に第２バリア層３１５ｅの一部が形成されている。
【０１３８】
　前記第２バリア層３１５ｅは、省略することができる。
【０１３９】
　前記第１及び第２絶縁層３２５の上面には、前記ビア３１５と連結されているビアパッ
ド３３５、３４５及び回路パターン３３１を含む外部回路層３３１、３３５、３４５が各
々形成されている。
【０１４０】
　前記外部回路層３３１、３３５、３４５は、前記コア絶縁層の上部に形成されている第
１外部回路層３３１、３３５、及びコア絶縁層の下部に形成されている第２外部回路層３
４５として定義する。
【０１４１】
　前記外部回路層３３１、３３５、３４５は、ＳＡＰ（semi-additive process）工法に
よりめっきして形成される。
【０１４２】
　以上、コア絶縁層の上下に各々１層の外部回路層３３１、３３５、３４５が形成された
ものを開示したが、これに限定されず、前記外部回路層３３１、３３５、３４５を埋め込
む上部絶縁層を第１及び第２絶縁層３２０、３２５の上に各々形成し、前記上部絶縁層の
上に回路層を各々形成することによって、多層回路基板の形成が可能である。
【０１４３】
　このように、本発明の印刷回路基板３００は、コア絶縁層の内部に埋め込まれている内
部回路層３１１が形成されることによって、２ｎ＋１（ｎは正の整数）の数を有する回路
層を形成することができ、絶縁層がコア絶縁層を基準に同一の数を有するように形成され
ることによって、印刷回路基板が片方に曲がらない。
【０１４４】
　したがって、絶縁層の数を増やさずに奇数個の回路層を形成することができ、コア絶縁
層の内に伝導性物質で形成されているビア３１５を形成することによって、放熱性が確保
される。
【０１４５】
　また、前記絶縁層３２０、３２５と前記外部回路層３３１、３３５、３４５との間にプ
レミア樹脂の接着層３６０、３６５が形成されて、外部回路層３３１、３３５、３４５の
めっきが円滑になされることによって、絶縁層３２０、３２５と外部回路層３３１、３３
５、３４５との間の接着力が向上する。
【０１４６】
　以下、図２０乃至図３６を参考して、図１９の印刷回路基板の製造方法を説明する。
【０１４７】
　工程が始まれば、図２０のように伝導性の金属基板３１０を用意する。
【０１４８】
　前記金属基板３１０は銅を含む合金で形成されることができ、銅素材は圧延箔、電解箔
を全て使用することができ、金属基板３１０の厚さは要求される製品の仕様によって多様
に使用できる。この際、金属基板３１０は、第１金属層３１０ａ、第２金属層３１０ｂ、
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及び第３金属層３１０ｃの積層構造を有する。
【０１４９】
　前記第１金属層乃至第３金属層３１０ａ、３１０ｂ、３１０ｃは、同一または類似の厚
さを有し、同一の物質で形成できる。
【０１５０】
　第１乃至第３金属層３１０ａ、３１０ｂ、３１０ｃは、銅を含む合金層で形成できる。
前記第１乃至第３金属層３１０ａ、３１０ｂ、３１０ｃの間には、前記第１乃至第３金属
層３１０ａ、３１０ｂ、３１０ｃと互いに異なるエッチング選択性を有する金属で形成さ
れる第１及び第２バリア金属層３１０ｄ、３１０ｅを形成する。
【０１５１】
　第１及び第２バリア金属層３１０ｄ、３１０ｅは、ニッケル、鉄、コバルト、モリブデ
ン、クロム、またはパラジウムを含む合金で形成されることができ、前記第１及び第２バ
リア金属層３１０ｄ、３１０ｅの厚さは、第２金属層３１０ｂの厚さより薄く形成できる
。
【０１５２】
　本発明において、金属基板３１０の総厚は８０μｍから１７０μｍが好ましい。銅素材
の基板３１０は、酸洗及び水洗などを含む表面洗浄作業を進行して表面を整理する。
【０１５３】
　次に、図２１のように、前記金属基板３１０の上面の上に感光性フィルム１１６を付着
させる。
【０１５４】
　前記感光性フィルム１１６は、前記金属基板３１０をエッチングするためのエッチング
パターンを形成するためのものであって、感光性フィルム１１６の厚さは１５μｍから３
０μｍまで多様であり、ＵＶ露光タイプとＬＤＩ露光タイプ全て使用可能である。
【０１５５】
　次に、図２２のように、前記感光性フィルム１１６を露光し現像して感光パターン（図
示せず）を形成し、これをマスクにして前記金属基板３１０をエッチングしてビア３１５
の第１パート３１５ａを形成する。
【０１５６】
　金属基板３１０の一部が塩化銅または塩化鉄などの湿式エッチング液により湿式エッチ
ングされてビア３１５の第１パート３１５ａが形成され、第１金属層３１０ａと第１バリ
ア金属層３１０ｄとの互いに異なるエッチング選択性により第１パート３１５ａは第１金
属層３１０ａのみエッチングされて形成される。
【０１５７】
　図２２のように、ビア３１５の第１パート３１５ａをエッチング後、感光パターンをＮ
ａＯＨ希釈液を使用して剥離する。
【０１５８】
　次に、図２３のように、前記第１パート３１５ａ及び露出している第１バリア金属層３
１０ｄの全面に感光性フィルム３１７を形成する。
【０１５９】
　前記第２金属層３１０ｂで内部回路層３１１を形成するために、前記第１バリア金属層
３１０ｄの上の感光性フィルム３１７の一部を露光し現像して図２４の感光パターン３１
８を形成し、前記感光パターン３１８をマスクにして第１バリア金属層３１０ｄをエッチ
ングしてマスクパターンを形成する。
【０１６０】
　次に、前記マスクパターン３１９を形成したエッチング液と異なるエッチング液でマス
クパターン３１９の下部の第２金属層３１０ｂを選択的にエッチングして、図２５の内部
回路層３１１の第１領域３１１ａ及びビア３１５の第３パート３１５ｃを形成する。
【０１６１】
　前記第２金属層３１０ｂの下部の第２バリア金属層３１０ｅが露出すれば、エッチング
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が停止して内部回路層３１１の第１領域３１１ａが形成され、形成された内部回路層３１
１の第１領域３１１ａは上部にマスクパターン３１９を有する四角形の断面を有する。
【０１６２】
　次に、図２６のように、マスクパターン３１９及び露出している第２バリア金属層３１
０ｅを除去すれば、内部回路層３１１は第２金属層３１０ｂで形成される第１領域３１１
ａ及び第２バリア金属層３１０ｅで形成される第２領域３１１ｂに形成される。
【０１６３】
　次に、図２７のように、前記ビア３１５の第１及び第３パート３１５ａ、３１５ｃ、及
び内部回路層３１１を埋め込むように第１絶縁層３２０を形成する。
【０１６４】
　前記第１絶縁層３２０は、ガラス繊維などの固形成分が形成されたり形成されていない
熱硬化性または熱可塑性樹脂を用いて形成し、前記第１絶縁層３２０の厚さは約３０μｍ
乃至８０μｍでありうる。
【０１６５】
　次に、前記第１絶縁層３２０の上に接着層３６０及び銅箔層３６１を形成する。
【０１６６】
　前記銅箔層３６１はＳＡＰ工程の母体となるものであって、前記接着層３６０が前記第
１絶縁層３２０の上に付着されるように形成され、前記接着層３６０はプレミア樹脂で形
成される。
【０１６７】
　前記接着層３６０はシランを含むプライマー樹脂であって、前記銅箔層３６１と前記接
着層３６０とは銅箔層３６１に前記プライマー樹脂層がコーティングされているＰＣＦ（
Primer Coated Copper Foil）でありうる。
【０１６８】
　この際、前記ビア３１５の上面は、前記接着層３６０を貫通して前記銅箔層３６１と接
するように圧着される。
【０１６９】
　次に、図２８のように、前記銅箔層３６１の上面及び前記金属基板３１０の下面に感光
性フィルム３３６を形成する。
【０１７０】
　前記金属基板３１０の下部に形成される感光性フィルム３３６は、ビア３１５の第２パ
ート３１５ｂ及び内部回路層３１１を形成するための感光パターンを形成する母体となり
、前記銅箔層３６１の上の感光性フィルム３３６は金属基板３１０の下部の感光パターン
形成及び金属基板３１０のエッチング工程で銅箔層３６１を保護するための保護フィルム
として機能する。
【０１７１】
　したがって、前記銅箔層３６１の上の感光性フィルム３３６は、保護フィルムまたは保
護有機層などに取替え可能であり、省略することができる。
【０１７２】
　次に、図２９のように、前記金属基板３１０の下部の感光性フィルム３３６を現像して
感光パターンを形成し、前記感光パターンをマスクにして前記金属基板３１０をエッチン
グして前記ビア３１５の第１パート３１５ａの下部に第２パート３１５ｂを形成する。
【０１７３】
　前記エッチングは、第２バリア金属層３１０ｅが露出するまで進行されることによって
、内部回路層３１１の下面に第２バリア金属層３１０ｅが露出する。
【０１７４】
　このように、前記ビア３１５は上部及び下部が第１パート３１５ａ乃至第３パート３１
５ｂに分割されてエッチング形成されて、その形状が中央部分の最も大きい第１幅（ｄ１
）を有し、外部に近づくほど幅が狭くなる六角形の断面を有する。
【０１７５】
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　前記ビア３１５の第２パート３１５ｂが形成されれば、前記感光パターンを剥離し、図
３０のように、前記ビア３１５の第１パート３１５ａが埋め込まれるように第２絶縁層３
２５を積層し、第２絶縁層３２５の上に接着層３６５及び銅箔層１６６を形成する。
【０１７６】
　前記第２絶縁層３２５及び銅箔層１６６の厚さ及び材質は、前述した第１絶縁層３２０
及び前記第１絶縁層３２０の上の銅箔層３６１と同一でありうる。
【０１７７】
　次に、図３１のように、上下部の銅箔層３６１、１６６を除去して下部の接着層３６０
、３６５を露出する。
【０１７８】
　この際、前記銅箔層３６１、１６６は、ＳＡＰ工程を進行するためにフルエッチング（
full-etching）され、接着層３６０、３６５の異物除去及び粗度を与えるためにデスミア
工程を進行することができる。
【０１７９】
　次に、図３２のように、前記接着層３６０、３６５の上に無電解めっきしてシード層３
３２を形成する。
【０１８０】
　前記シード層３３２は銅を無電解めっきして形成することができ、前記接着層３６０、
３６５の上、及び露出しているビア３１５の上下面に３μｍ以下の均一な厚さで形成され
る。
【０１８１】
　次に、図３３のように、シード層３３２の上に前記外部回路層３３１、３３５、３４５
を形成するために感光性パターン３４８を形成する。
【０１８２】
　前記感光性パターン３４８は、感光性フィルムを付着した後、回路設計によって露光し
現像して形成する。
【０１８３】
　次に、図３４のように、前記感光性パターン３４８により露出しているシード層３３２
の上に電解めっきを遂行することによって、めっき層３３０、３４０を形成する。
【０１８４】
　前記電解めっきは、めっきされる面積を計算して直流またはパルス／リバース（Pulse
／Reverse）方式の整流器に適当な電流を印加して銅などの伝導性金属を析出する方式を
使用することが好ましい。
【０１８５】
　次に、図３５のように、感光性パターン３４８を剥離し、前記めっき層１３０、１４０
及び感光性パターン３４８の下部のシード層３３２をフラッシュエッチングして下部の接
着層３６０、３６５を露出し、外部回路層３３１、３３５、３４５を形成する。
【０１８６】
　この際、形成されるパッド３３５、３４５及び回路パターン３３１は、前記第１絶縁層
３２０の上に形成されて前記ビア３１５の第１パート３１５ａと連結されている上部パッ
ド３３５、及び上部パッド３３５と上部回路パターン３３１とを含む第１外部回路層３３
１、３３５及び前記ビア３１５の第２パート３１５ｂと連結されている下部パッド３４５
、及び前記下部パッド３４５と下部回路パターン（図示せず）とを含む第２外部回路層３
４５を含む。
【０１８７】
　最後に、図３６のように、外部回路層３３１、３３５、３４５の回路パターン３３１を
埋め込み、前記パッド３３５、３４５が露出するようにカバーレイ３５０を形成すること
によって、工程が完了する。
【０１８８】
　このように、絶縁基板をドリリングしてビアホールを形成し、前記ビアホールをめっき
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埋込みしてビアを形成することとは異なり、金属基板３１０をエッチングしてビア３１５
を形成し、前記ビア３１５を埋め込む絶縁層３２０、３２５を形成することによって、製
造費用が低減され、前記ビア３１５と同一な金属基板で内部回路層５１１を形成すること
によって、製造ステップが減る。
【０１８９】
　また、外部回路層３３１、３３５、３４５をＳＡＰ工程を用いて形成することによって
、微細パターンを形成することができる。
【０１９０】
　以下、図３７を参考して、本発明の第２実施形態に従う印刷回路基板を説明する。
【０１９１】
　図３７を参考すると、本発明に従う印刷回路基板４００は、第１絶縁層４２０及び第２
絶縁層４２５が形成するコア絶縁層、前記コア絶縁層の内部に形成されているビア４１５
、前記コア絶縁層の内部に形成されている内部回路層４１２、そして前記第１及び第２絶
縁層４２０、４２５の上に各々形成されている第１及び第２外部回路層４３１、４３５、
１４５を含む。
【０１９２】
　前記第１絶縁層４２０は、前記第２絶縁層４２５の上に形成されており、間に他の絶縁
層を媒介にして形成されることもできる。
【０１９３】
　前記第１及び第２絶縁層４２０、４２５をなす物質は、ガラス繊維などの固形成分を含
む樹脂材であることがあり、前記第１及び第２絶縁層４２０、４２５は同一の物質で形成
できる。
【０１９４】
　前記第１絶縁層４２０及び第２絶縁層４２５の積層構造はコア絶縁層を形成し、コア絶
縁層の厚さは約６０μｍ乃至１４０μｍでありうる。
【０１９５】
　前記コア絶縁層の表面、即ち第１絶縁層４２０の上部及び前記第２絶縁層４２５の下部
に、接着層４６０、４６５が形成されている。
【０１９６】
　前記接着層４６０、４６５は、下の第１及び第２絶縁層４２０、４２５と上の回路層４
３１、４３５、１４５の接着力を強化させるためのものであって、シラン含むプライマー
樹脂層であることがあり、厚さが１０μｍ以下を満たす。前記コア絶縁層にビア４１５及
び内部回路層４１２が形成されている。
【０１９７】
　前記ビア４１５は、前記第１絶縁層４２０から前記第２絶縁層４２５まで貫通する伝導
性ビア４１５であって、前記第１絶縁層４２０と第２絶縁層４２５との境界領域で最も大
きい幅を有し、各絶縁層の上面へ行くほど幅が狭くなって断面が六角形を表すことができ
る。
【０１９８】
　前記ビア４１５の第１幅（ｄ１）及び第２幅（ｄ２）は約２０μｍ乃至１００μｍを満
たすことができる。
【０１９９】
　前記ビア４１５は伝導性ビア４１５であって、銅を含む合金で形成できる。
【０２００】
　前記ビア４１５は前記第１絶縁層４２０に埋め込まれており、銅を含む合金で形成され
る第１パート４１５ａ、前記第１パート４１５ａの下部に形成され、前記第２絶縁層４２
５に埋め込まれており、前記第１パート４１５ａと同一の金属で形成される第２パート４
１５ｂ、そして前記第１パート４１５ａと前記第２パート４１５ｂとの間に形成され、前
記第１及び第２パート４１５ａ、４１５ｂと同一の金属で形成される第３パート４１５ｃ
を含む。
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　一方、前記ビア４１５は、前記第１乃至第３パート４１５ａ、４１５ｂ、４１５ｃの間
を境界するバリア層４１５ｄ、４１５ｅが形成されている。
【０２０２】
　即ち、前記第１パートと第３パート４１５ａ、４１５ｃとの間には第１バリア層４１５
ｄが形成されており、前記第３パートと前記第２パート４１５ｂ、４１５ｃとの間には第
２バリア層４１５ｅが形成されている。
【０２０３】
　前記第１及び第２バリア層４１５ｄ、４１５ｅは、前記第１乃至第３パート４１５ａ、
４１５ｂ、４１５ｃと互いに異なる金属で形成されており、両金属はエッチング選択性が
互いに相異する。
【０２０４】
　前記第３パート４１５ｃは、前記ビア４１５の中央領域に形成され、第３パート４１５
ｃの下面が前記ビア４１５の最も大きい幅である第１幅（ｄ１）を有することができる。
【０２０５】
　前記第１乃至第３パート４１５ａ、４１５ｂ、４１５ｃは、銅を含む合金で形成される
ことができ、前記第１及び第２バリア層４１５ｄ、４１５ｅは、ニッケル、鉄、コバルト
、モリブデン、クロム、またはパラジウムを含む合金で形成できる。
【０２０６】
　この際、前記第１パート４１５ａ及び第２パート４１５ｂの厚さは、２０乃至７０μｍ
であり、第３パート４１５ｃの厚さは５乃至７０μｍを満たす。
【０２０７】
　前記第１及び第２バリア層４１５ｄは、第３パート４１５ｃの厚さより小さく、好まし
くは１０μｍ以下の厚さ範囲を有することができる。
【０２０８】
　前記第１及び第２絶縁層４２０、４２５の上面には、前記ビア４１５と連結されている
ビアパッド４３５、１４５、及び回路パターン４３１を含む外部回路層４３１、４３５、
４４５が各々形成されている。
【０２０９】
　前記外部回路層４３１、４３５、４４５は、第１及び第２絶縁層４２０、４２５の表面
に形成され、内部回路層４１２は、前記第１及び第２絶縁層４２０、４２５の間に形成さ
れている。
【０２１０】
　前記外部回路層４３１、４３５、４４５は、ＳＡＰ工程により形成できる。
【０２１１】
　図３７の印刷回路基板４００において、前記内部回路層４１２の回路パターンは断面が
四角形を有し、前記ビア４１５のように前記第１及び第２絶縁層４２０、４２５の境界を
軸にして対称的に形成される四角形であることがあり、前記第１絶縁層４２０に埋め込ま
れている領域はビア４１５の第３パート４１５ｃと同一の物質で形成され、前記第２絶縁
層４２５に埋め込まれている領域はビア４１５の第３パート４１５ｃと同一の物質で形成
される。
【０２１２】
　内部回路層４１２が図３７のように形成される場合にも、図２０乃至図３６の製造方法
を用いて形成できる。
【０２１３】
　以上、本発明の実施形態について詳細に説明したが、本発明の権利範囲はこれに限定さ
れるものではなく、次の請求範囲で定義している本発明の基本概念を用いた当業者のさま
ざまな変形及び改良形態も本発明の権利範囲に属するものである。
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